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(以下、『機能保全事業』と表記))」を創設した。ストックマネジメ

ントを取り入れ、施設の機能保全を計画的に行うことで、施設の

長寿命化、更新コストの縮減、平準化を図ってきた。この「機能

保全事業」は、平成29年度までに「機能保全計画」を策定するも

のに限り、その費用を補助対象としており、北海道においても「機

能保全計画」の策定が進められている。

２.ストックマネジメントについて

２-1.ストックマネジメントとは
　　 (事後保全から予防保全へ)
　これまでの維持管理は、施設の損傷が深刻化してから大規模

な修繕や施設の更新を行ってきた。このため、多額の維持管理・

更新費用を必要とし、突発的な危険性(重大な事故の発生など)

を負うリスクもあった(図–1ケース1：事後保全)。

図 -1　スﾄッｸマネジメンﾄの概要

　今後は、老朽化する施設の増大、財政状況や組織人員の逼迫が

予想されるため、施設の健全度や重要度を考慮した上で点検・調

査を実施し、適切な維持修繕・改築を計画的に行う必要がある。

これにより施設の損傷が小規模のうちに補修を行い、重大な事

故を未然に防ぐとともに、修繕費用の削減を図ることが可能と

なる（図–1ケース2：予防保全)。この取り組みをストックマネ

ジメントと称する。

1.はじめに

　北海道は西側を日本海、北東側をオホーツク海、南東側を太平

洋に囲まれており、暖流と寒流が交錯する豊かな漁場に恵まれ

ている。日本の水産物漁獲量の約1/4を誇る北海道は、我が国

最大の水産食料供給基地として重要な役割を担っている。その

基幹となる水産業を支える漁港は244港(H28.4.1現在)あり、

長崎県に次ぐ全国第2位の漁港数である。これらの漁港施設を

引き続き維持していくことは、我が国の水産食料自給率の確保

や地域産業の発展、国際競争力強化の観点から必要不可欠であ

るが、その多くは老朽化が進行しており、今後20年以内にほぼ

全ての漁港が築造後50年を経過し、更新時期を迎えることとな

る1)。

写真 -1　胸壁の損傷（防波堤）

　一方、人口減少や高齢化による税収の減少、社会保障費の増大

など近年の社会経済環境の変化により公共事業費の削減が求め

られている。今後とも漁港などの水産基盤施設が適切な機能を

継続的に発揮するためには、計画的かつ効率的な維持管理・更新

等により施設の長寿命化や更新コストの縮減を図ることが重要

な課題である。

　このような状況の中、水産庁では、平成20年度に「水産基盤ス

トックマネジメント事業(現在は水産物供給基盤機能保全事業
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２-2.ストックマネジメントの目標と効果
　ストックマネジメントを実施する上での目標と効果は表‒1

のとおりである 。

表 -1　ストックマネジメントの目標と効果

目

　標

①施設の安全性の確保
②サービスレベルの確保
③ライフサイクルコスト ( 以下 LCC) の最小化

効

　果

①施設の安全性を確保し、良好な施設状態の維持が
　可能となる。
②良好な施設状態を維持しながら、長期的な LCC の
　低減が図れ、適正かつ合理的な維持修繕・改築を
　実施することが可能となる。
③施設管理が合理的に行われていることを、維持修
　繕・改築計画等を用いて、国民、住民、ユーザー
　等に分かりやすく説明することが可能となる。

　なお、ライフサイクルコスト(LCC)とは、施設の企画設計段階、

建設段階、管理運用段階及び廃棄処分段階における施設の供用

期間に生じる総費用のことである。

LCC＝イニシャルコスト(主に建設費)

　　　　＋ランニングコスト(維持管理費など)

３.機能保全計画とは

３-1.機能保全事業の内容と機能保全計画の位置づけ
　「機能保全計画」について述べるにあたり、初めに「機能保全事

業」について記載する。「機能保全事業」の内容は、①施設の機能

診断、②機能保全計画の策定、③保全工事の実施で、漁港ごとに

事業を実施する。事業の対象施設は表‒2、採択要件は表‒3に

示すとおりである 。

表 - 2　機能保全事業の対象施設

漁港施設 漁場施設
・外郭施設
・係留施設
・水域施設
・輸送施設 ( 道路、橋 )
・漁港施設用地
　( 用地護岸、人工地盤 )
・漁港浄化施設

・増殖場
　( 消波施設、中間育成施設
　に限る )
・養殖場
　( 消波施設、区画施設
　に限る )

表 - 3　機能保全事業の採択要件

●第 1 種漁港または
　第 2 種漁港であり、

管　理　者　北海道
事業実施者　北海道

　○ 1 港あたりの港勢が次のいずれかを満たすもの
　　・利用登録漁船 50 隻以上 
　　・陸揚げ金額 1 億円以上 
　○水産基盤の機能保全を行う事が特に必要と認められ
　　るもの

●第 3 種漁港または
　第 4 種漁港であること

管　理　者　北海道
事業実施者　北海道開発局

　機能保全事業の流れについては図‒2に示す。事業申請地区

の検討・設定後、「機能保全計画」を立案、策定する。この計画を

基に、実施設計を行い、保全工事を実施する。

図 - 2　機能保全事業の流れ

３-２.機能保全計画の概要
　機能保全計画立案の流れは図‒3に示すとおりである。

　①漁港等の概要整理では漁港港勢、自然・社会・環境条件、付加

機能などの基本情報の整理と水産基盤事業の長期計画などの動

向を把握する。②機能保全方針の検討では対象施設の機能保全

の目的や管理方針を基に機能保全レベルを設定する。③施設の

現況把握では施設の整備状況の把握、管理状況及び課題の整理

を行う。④機能診断では各施設・各部材のスパンごとの調査に

よる老朽化度を評価し、その結果と施設重要度から健全度評価

を行う。⑤機能保全対策の検討では施設の供用期間、老朽化予

測、施設優先度などを勘案し、複数の対策工法(シナリオ)につ

いてLCC・コスト縮減効果を算定し、対策工法・対策時期を決定

する。以上の検討結果を機能保全計画書に取りまとめる（⑥）。

北海道の漁港施設における機能保全計画の実施事例と今後の展望
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表 - 4　健全度評価

健全度 A判定 B判定 C判定 D判定

老朽化
主要部に
著しい
老朽化有り

主要部に
老朽化
有り

軽微な
老朽化
有り

老朽化
無し

性能 要求性能
を下回る

要求性能
を下回る
恐れ有り

要求性能
を保持

要求性能
を十分に
保持

　次に、施設の耐用年数である50年を基本として対策工法の検

討を行った。検討結果と対策工法(シナリオ)の概要を表–5、図

–4に示す。シナリオ1は腹付け(部分改修)と嵩上げ(改良)を

同時に実施、シナリオ2は全更新(嵩上げ(改良)も同時に実施)、

シナリオ3は腹付け(部分改修)を実施後、嵩上げ(改良)を別事

業にて実施するものとした。

図 - 3　機能保全計画立案の流れ

①

②

③

④

⑤

⑥

４.当社での実績事例

　ここでは当社で立案したK漁港の防波堤における機能保全計

画を例として紹介する。当施設は延長130.0m、コンクリート

単塊式の防波堤で、築造後40年以上が経過している。

　初めに現地調査として陸上調査、海上調査及び水中目視観察

を行い(写真–2)、防波堤の老朽化度および健全度を評価した

(写真–3)。その結果、胸壁工、本体工では主要部の老朽化が著し

いためA判定、上部工が同B判定となり、機能保全対策が必要と

なった。健全度評価について表–4に示す。

写真 - 2　調査状況 ( 左 : 海上調査　右 : 水中目視観察 )

写真 - 3　防波堤先端部の損傷状況と健全度評価

胸壁工 欠損 健全度 A

本体工　欠損
健全度 A

上部工 剥離 健全度 B

上部工 剥離 健全度 B

 図 - 4　比較した 3 シナﾘオ

 表 - 5　検討結果

シナリオ 1 2 3

概　要

腹付け（部分
改修）と嵩上げ
（改良）を同時に

実施

全更新（嵩上げ
（改良）も同時に

実施）

腹付け（部分改
修）を実施後、嵩
上げ（改良）を別
事業で実施

胸壁工 打直し
＋嵩上げ

全更新
（嵩上げ含む）

打直し→嵩上げ
（別事業）

上部工 腹付け 全更新 腹付け→腹付け
（別事業）

本体工 腹付け 全更新 腹付け→腹付け
（別事業）

消波工 嵩上げ 全更新
（嵩上げ含む）

嵩上げ
（別事業）

ＬＣＣ 500百万円 950百万円 600百万円

A部
SP100. 3～SP175. 4
(SP175. 4)

S=1: 200

南防波堤　標準断面図

縮　　尺

事業主体

1: 200

北　海　道

工 事 名

図　　面

名　　称
釧路地区(桂恋漁港)水産物供給基盤機能保全事業

南防波堤　標準断面図　A部

全　　　　葉の内　　　　　号

・高さ表記は、天端高の実標高より想定した高さを示す。
・( )内標高は台帳記載高さを示す。

注入コンクリート

  L. W. L.  0. 0

  H. W. L.   +1. 6

  M. L. W. L. +0. 4
消波ブロック乱積

消波ブロック
H. H. W. L.   +2. 3

砂岩

胸壁工嵩上げ

上部工腹付け

本体工腹付け

消波工嵩上げ

満たす最小幅
腹付け幅は安定計算を

胸壁工打直し

A部
SP100. 3～SP175. 4
(SP175. 4)

S=1: 200

南防波堤　標準断面図

縮　　尺

事業主体

1: 200

北　海　道

工 事 名

図　　面

名　　称
釧路地区(桂恋漁港)水産物供給基盤機能保全事業

南防波堤　標準断面図　A部

全　　　　葉の内　　　　　号

・高さ表記は、天端高の実標高より想定した高さを示す。
・( )内標高は台帳記載高さを示す。

注入コンクリート

-4. 3

  L. W. L.  ± 0. 0

  H. W. L.   +1. 6

  M. L. W. L. +0. 4
消波ブロック乱積

消波ブロック
H. H. W. L.   +2. 3

砂岩

施設全更新

満たす最小幅
腹付け幅は安定計算をA部

SP100. 3～SP175. 4
(SP175. 4)

S=1: 200

南防波堤　標準断面図

縮　　尺

事業主体

1: 200

北　海　道

工 事 名

図　　面

名　　称
釧路地区(桂恋漁港)水産物供給基盤機能保全事業

南防波堤　標準断面図　A部

全　　　　葉の内　　　　　号

・高さ表記は、天端高の実標高より想定した高さを示す。
・( )内標高は台帳記載高さを示す。

注入コンクリート

-4. 3

  L. W. L.  0. 0

  H. W. L.   +1. 6

  M. L. W. L. +0. 4

消波ブロック乱積

H. H. W. L.   +2. 3

砂岩

消波ブロック

上部工腹付け(機能保全事業)

上部工腹付け

本体工腹付け(機能保全事業) 本体工腹付け

胸壁工打直し(機能保全事業)
胸壁工嵩上げ(改良事業)

消波工嵩上げ(改良事業)

腹付け幅1. 5m

(改良工事)
腹付け幅1. 5m

(改良工事)
腹付け幅1. 5m

○シナﾘオ 1【部分改修と改良を同時に実施】

○シナﾘオ 2【全更新 ( 改良も同時に実施 )】

○シナﾘオ 3【部分改修後、別事業で改良を実施】

北海道の漁港施設における機能保全計画の実施事例と今後の展望
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5-2.機機能保全計画の現状と今後について
　ストックマネジメントの導入により、各漁港施設において機

能保全計画が策定され、計画的な維持管理が行われている。今

後は資金や人材が減少し、維持管理費の増大する中で、限られた

資源の有効活用により効率的な機能保全を実施することが望ま

れている	。

　現在は、漁港ごとに策定された機能保全計画を取りまと	め、漁

港の規模や重要度、水産業や地域経済への影響度などから、機能

保全工事の実施についての優先順位付けを行うことが進められ

ている。今後はこの優先順位に基づき、効率的に機能保全を行

う必要がある。

図 - 6　効率的な維持管理・保全工事の実施に向けて

6.おわりに（漁港施設の今後についての考察）

　近年、北海道では高齢化の進展とともに漁業者が減り続け、こ

こ10年間で約20％減少した2)。そのため、漁船数が減少し、利

用の少なくなった漁港施設が増加した。今後は、漁港施設を効

率的に活用するために、漁港間における機能分担・集約化(陸揚

機能・集荷・輸送機能等)を進める必要がある。集約化にあたっ

ては生産性や利便性、維持管理の容易さ、地域性などを考慮する。

　また、集約化により空きスペースとなった施設においては、漁

村活性化や生産性の向上を目指して、収益性の高い増養殖等を

行うことも検討する必要がある。
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　図–5にはシナリオごとのLCCとコスト縮減効果の検討結果

を示す。検討の結果、シナリオ1が最も経済性に優れ、シナリオ

2を採用した場合と比較してコスト縮減効果は450百万円と

なった。

　以上よりK漁港の防波堤の機能保全計画は本体工・上部工の

腹付けと胸壁工・消波工の嵩上げを同時に行うシナリオ1を採

用した。

　なお、当該事例では、機能保全としての腹付け補修とともに、

胸壁工・消波工の嵩上げ改良を行ったものである。このように

機能保全に併せて、耐波性能の向上を図る事例もある。

図 - 5　シナﾘオごとの LCCとｺスﾄ縮減効果

5.機能保全計画策定後について

5-1.機維持管理、保全工事と機能保全計画の更新
　今後は策定された機能保全計画に基づき、維持管理や保全工

事を速やかに実施するために、調査や実施設計を行う必要があ

る(表–6参照)。

また、機能保全工事の実施後には機能保全計画の更新を行うこ

ととなっており、この他にも施設の老朽化進行度や利用形態の

変更等により、必要に応じて機能保全計画を見直す。機能保全

計画の更新にあたっては、PDCAサイクル(P：機能保全計画の

策定・更新、D：点検等の実施、C：保全内容の見直し、A：機能保全

対策の実施)を継続的に繰り返すことにより、機能診断の精度

向上と実態に即した機能保全の実施	が可能となる。

表 - 6　機能保全計画策定後に必要となる作業の一例

保全工事
に向けて

・測量調査　　・地質調査
・実施設計

維持管理
・定期的な測量調査
・施設の変状調査 ( 観察 )
・施設の老朽化や水域の堆砂の予測

機能保全
計画の更新

・機能保全工事の実施による更新
・( 必要に応じて ) 施設の老朽化進行度や
　利用形態の変更等による機能保全計画
　の見直し




